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豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

豊川市が実施する豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託の事業者の選定にあたり、本プロポ

ーザル実施要領に基づき、広く企画提案を募集し、最も適切な者を当該業務の受託者として選定

するため、公募型のプロポーザルを実施します。 

 

Ⅰ 一般事項について 

１．背景・趣旨 

豊川市消防署本署庁舎整備に係る基本設計・実施設計業務を委託するにあたり、令和４年２

月に策定した「豊川市消防署本署庁舎整備基本計画」（以下、「基本計画」という。）を十分

理解し、柔軟かつ高度な発想力や設計能力及び豊富な知識、経験を有する設計者を特定するこ

とを目的とします。 

 

２．豊川市消防署本署庁舎整備事業の概要等 

（１）事業予定地 

愛知県豊川市諏訪３丁目２１９外 

（２）敷地面積 

   約３,２４５.１８㎡ 

（３）施設規模 

３，３００㎡程度 

（４）施設用途 

消防庁舎 

 （５）その他施設 

    予備燃料庫（少量危険物施設）、耐震性貯水槽40ｔ以上 

 

３．業務内容 

（１）業務名 

豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託 

（２）業務内容 

豊川市消防署本署庁舎建設工事及びこれに附帯する工事等に係る基本設計（測量業務・ 

地質調査業務を含む）及び実施設計業務 

（３）建設工事費（想定） 

約２５億１千万円（消費税及び地方消費税を含む） 

   ※建設工事費には、本体工事・仮設建築物工事・解体工事・外構工事を含む。 

（４）履行期限 

ア 基本設計業務・測量業務・地質調査業務：令和５年３月３１日 

イ 実施設計業務            ：令和６年２月２８日 

（５）履行期間 
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ア 基本設計業務：契約締結日の翌日から令和５年３月３１日まで 

イ 実施設計業務：令和５年４月１日から令和６年２月２８日まで 

※ ただし、概算事業費等・設計図書・積算資料等建設工事発注に関するものについて 

は、部分引き渡しを行うものとする。（当該業務受託者と協議の上、引き渡し時期を決 

定する。） 

（６）予算概要 

２１４，６００，１００円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（うち、令和４年度は、 ６７，７０５，０００円以内 

令和５年度は、１４６，８９５，１００円以内とする。） 

 

４．選定の方式 

非公開の第１次審査及び第２次審査の２段階で受託者を特定する公募型プロポーザル方式と 

します。 

（１）第１次審査 

参加表明書等の内容を確認し、参加要件を満たす者について、豊川市消防署本署庁舎整 

備設計業務委託プロポーザル評価要領（以下「評価要領」という。）に基づき、事務局に 

て採点を行い、第２次審査の対象とする５者を選定し、第２次審査（技術提案提出書等） 

の参加要請を行います。 

（２）第２次審査 

プレゼンテーション及びヒアリングを実施し、評価要領に基づき、最優秀者及び優秀者 

それぞれ１者を特定します。 

 

５．プロポーザルの性格 

プロポーザルは、与えられた条件下において参加者の基本的な考え方や、豊川市消防署本署

庁舎整備設計業務に関する能力を評価することにより、設計候補者を選定するためのもので

す。したがって、豊川市消防署本署庁舎整備基本設計業務にあたり、設計契約者の技術提案書 

の内容を協議の上、変更することがあります。 

 

６．その他 

（１）名  称 

豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託プロポーザル 

（２）主催者 

豊川市 

（３）事務局 

名  称：豊川市消防本部総務課 

所 在 地：〒442-8601  愛知県豊川市諏訪１丁目１番地（豊川市役所北庁舎５階） 

電  話：０５３３－８９－９５１７ Ｆ Ａ Ｘ：０５３３－８９－９５２３ 

Ｅメール：shobosomu@city.toyokawa.lg.jp 

対応時間：午前９時～午後５時（土曜日、日曜日、祝日は除く。） 
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Ⅱ 実施スケジュールについて 

区分 内容 日程 備考 

第１次 

審査 

手続き開始の公表 令和４年４月１２日（火） 市ホームページに掲載 

市告示板、消防本部総務

課窓口に掲示 

実施要領等の配布期間 令和４年４月１２日（火）～ 

令和４年４月２７日（水） 

市ホームページからダウ

ンロード 

質疑の提出期間 

（参加表明書等） 

令和４年４月１２日（火）～ 

令和４年４月２２日（金） 

提出方法：電子メールに

より提出 

参加予定者説明会 令和４年４月２７日（水） 前日までに申込必要 

質疑の回答 

（参加表明書等） 

令和４年４月２７日（水） 回答方法：参加予定者説

明会にて回答 

参加表明書等の提出期間 令和４年４月１２日（火）～ 

令和４年５月１２日（木） 

提出方法：持参又は書留

扱いの郵送 

第１次審査（書類） 令和４年５月１６日（月） 事務局が採点 

結果通知及び第２次審査

参加要請 

令和４年５月２０日（金） 通知方法：郵送 

辞退届提出期限 令和４年５月２６日（木）  

第２次 

審査 

質疑の提出期間 

（技術提案書等） 

令和４年５月２０日（金）～ 

令和４年６月３日（金） 

提出方法：電子メールに

より提出 

質疑の回答 

（技術提案書等） 

令和４年６月１３日（月） 

 

回答方法：提案書提出者

に電子メールにて回答 

技術提案書等の提出期間 令和４年５月２０日（金）～ 

令和４年６月２２日（水） 

提出方法：持参 

第２次審査（プレゼンテ

ーション・ヒアリング） 

令和４年６月３０日（木） 

予定 

詳細：参加者に直接連絡 

結果通知 令和４年７月中旬 通知方法：郵送 

 

Ⅲ 応募資格について 

１．応募資格 

本プロポーザルに参加できる者（以下「参加企業」という。）は、単体企業とします。ま

た、必要に応じて協力者（以下「協力事務所」という。）を設けることができます。 

なお、参加企業は、提出する技術提案書の内容について、適正に設計業務ができること。 

（１）前提となる要件 

参加企業はそれぞれ以下のア～ケの、協力事務所はア～キの全てを満たさなければなり

ません。 

ア 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定による一級建築士事務所登録

をしていること。 

イ 対象業務における豊川市での競争入札参加資格を有していること。資格を有していな 

い場合は、技術提案書等の提出期限（令和４年６月２２日（水））までには必ず登録を 

済ませること。 
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ウ 豊川市の指名停止措置要綱による指名停止処分又これに準ずる措置を受けていないこ

と。 

エ 豊川市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱に基づく排除措置を

受けていないこと。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申立てがなされていないこと。 

カ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこ

と。 

キ 国税又は地方税の滞納をしていないこと。 

ク 過去に、元請又は設計共同企業体の代表構成員として、免震構造を採用した建築物

（国又は地方公共団体の発注に係る施設）の新築又は改築（改築の場合は、当該改築部

分に免震構造を採用していること。）に関する実施設計業務を完了した実績を有するこ

と。 

ケ 令和４年４月２７日（水）に開催する参加予定者説明会に参加した（する）者である

こと。 

（２）配置技術者の要件 

ア 管理技術者及び「建築（総合）」、「建築（構造）」、「設備（電気）」、「設備

（機械）」の主任技術者をそれぞれ１名ずつ配置すること。管理技術者は、主任技術者

を兼任しないこと。各主任技術者は、他の分担業務分野の主任技術者を兼任しないこ

と。なお、管理技術者及び「建築（総合）」、「建築（構造）」を除く各主任技術者

は、協力事務所から配置することができる。 

イ 管理技術者は、一級建築士の資格を有し、参加企業と直接的な雇用関係にあるものと

する。 

ウ 「建築（総合）」の主任技術者は、一級建築士の資格を有し、参加企業と直接的な雇

用関係にあるものとする。 

エ 「建築（構造）」の主任技術者は、構造設計一級建築士の資格を有し、参加企業と直

接的な雇用関係にあるものとする。 

オ 「設備（電気）」及び「設備（機械）」の主任技術者は、設備設計一級建築士または

建築設備士の資格を有すること。 

カ 管理技術者は、同種又は類似の業務において、「管理技術者」もしくは「管理技術者

と役職名は異なるが同じ役割を担う者」として従事した実績を１件以上有すること。な

お、同種又は類似の業務とは、（３）参加企業及び協力事務所の実績要件における定義

と同じとする。 

キ 管理技術者及び各主任技術者は、原則として本業務が完了するまで責任をもって本業

務の役職に従事すること。 

（３）参加企業及び協力事務所の実績要件 

平成１９年４月１日から令和４年３月３１日までに、参加企業及び協力事務所において、 

次の同種又は類似業務（新築、改築に限る。）を受注し、完了した実績があること。 
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区分 内容 

同種業務 
同種業務とは、消防庁舎の基本設計又は実施設計業務をさし、延床面積

１，５００㎡以上の実績を有すること。 

類似業務 

類似業務とは、国又は地方公共団体の庁舎（本庁舎・支所等の庁舎）、

警察署の基本設計又は実施設計業務をさし、延床面積１，５００㎡以上

の実績を有すること。 

 

２．応募の制限 

（１）１参加企業につき１申請とします。 

 （２）協力事務所は単体企業としての参加はできませんが、複数の参加企業の協力事務所とし 

て参加することは可能です。 

 

Ⅳ 手続き等について 

１．プロポーザルに係る書類等の配布方法 

  市ホームページに掲載します。 

  豊川市ホームページ https://www.city.toyokawa.lg.jp/    

 

２．参加予定者説明会 

  プロポーザルに参加を希望する者に対して、説明会を開催します。なお、説明会へ参加した

者でなければ参加表明書は提出できないので注意してください。また、説明会開催前に参加表

明書を提出する場合であっても、説明会への参加は必須要件となります。 

（１）実施日時 

   令和４年４月２７日（水）午前９時３０分から２時間程度 

（２）会場 

    愛知県豊川市諏訪３丁目２１９  

豊川市消防署本署（車庫棟 ３階 旧本部事務室） 

（３）内容（予定） 

   ア 本業務を委託する背景 

イ 基本構想、基本計画について 

ウ 現状の敷地・庁舎見学について 

   エ 質疑回答書の配布について 

（４）その他 

   ア 説明会へ参加を希望する場合、説明会前日までに電子メールにより参加予定者説明会 

出席者名簿（様式第１号）を事務局へ提出してください。 

   イ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況によって、出席者の人数を変更する場合がござ 

います。 

       

 
電子メールの件名:【名称又は商号】(出席者名簿)豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託 

Ｅメールアドレス：shobosomu@city.toyokawa.lg.jp 
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３．第１次審査 

（１）質疑応答 

ア 質疑提出期間 

令和４年４月１２日（火）から令和４年４月２２日（金）まで（土曜日、日曜日、祝 

    日は除く）の各日午前９時から午後５時まで（必着） 

イ 提出図書 

質疑書（様式第１２号） 

ウ 提出方法 

電子メールにより事務局へ提出してください。提出後、事務局へ電話していただき、 

必ず到着確認を行ってください。 

 

 

 

 

エ 回答 

「Ⅳ．２．参加予定者説明会」で定める参加予定者説明会において質疑回答書を配布 

します。 

   オ その他 

     質疑の内容については、原則、第２次審査に係るものは受けません。 

（２）参加表明 

ア 参加表明書等提出期間 

令和４年４月１２日（火）から令和４年５月１２日（木）まで（土曜日、日曜日、祝 

    日は除く）の各日午前９時から午後５時まで（必着） 

イ 提出図書（参加表明書等） 

    参加企業及び協力事務所の実績要件の確認や、第１次審査の評価を実施するため、参

加表明書に加え、以下のとおり各様式及び実績を証明する書類等を提出してください。 

① 参加表明書（様式第２号） 

② 会社概要書（様式第３号） 

③ 業務実績書①②（様式第４号～第５号） 

④ 管理技術者調書（様式第６号） 

⑤ 担当主任技術者調書（様式第７号～第１０号） 

⑥ 協力事務所概要書（様式第１１号） 

⑦ 免震構造を採用した建築物の実施設計業務の内容が確認できる書類の写し 

⑧ 一級建築士事務所登録書の写し 

⑨ 業務実績について、内容が確認できる書類の写し 

⑩ 配置技術者の要件となっている資格を保有することを証明する書類の写し 

⑪ 業務に携わったことを証明する書類（技術者届・体制表等）の写し 

⑫ 建築ＣＰＤの実績証明書の写し 

電子メールの件名:【名称又は商号】(質疑書)豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託 

Ｅメールアドレス：shobosomu@city.toyokawa.lg.jp 

確認先電話番号：０５３３－８９－９５１７ 
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ウ 提出部数 

上記イに示す提出図書：①は、２部・②～⑫は、１部 

エ 提出方法 

上記イに示す提出図書を持参又は書留扱いの郵送にて提出すること。持参する場合

は、事前に電話連絡したうえで、土曜日、日曜日、祝日を除く各日午前９時から午後５

時までにお持ちください。書類を郵送で提出した場合、事務局へ電話していただき、必

ず到着確認を行ってください。なお、書類は封筒に入れ、封筒の表には本プロポーザル

に係る参加表明書類が入っていることが分かるように明記してください。 

追加資料の提出は、提出期限前は認めますが、提出期限後は認めません。 

 

 

 

 

（３）第１次審査の内容 

ア 選定する技術提案書提出者の概数 

５者 

   イ 技術提案書提出者を選定するための基準 

     別紙「評価要領」のとおり 

   ウ 選定期日 

     令和４年５月２０日（金）までに技術提案書提出者を選定します。 

   エ 選定結果 

     選定結果は、参加を表明した者に対し文書により通知します。なお、その結果に対し 

ての異議の申し立てや質問には応じません。 

   オ その他 

     本要領に定める応募資格を満たすものが５者以下であった場合は、評価点合計を算出 

の上、参加表明書等を提出した者すべてを第２次審査の対象とします。 

 

４．第２次審査 

（１）質疑応答 

ア 質疑提出期間 

令和４年５月２０日（金）から令和４年６月３日（金）まで（土曜日、日曜日、祝日 

は除く）の各日午前９時から午後５時まで（必着） 

イ 提出図書 

質疑書（様式第１２号） 

ウ 提出方法 

電子メールにより事務局へ提出してください。提出後、事務局へ電話していただき、 

必ず到着確認を行ってください。 

 

 

提出先所在地 ：〒442-8601 

愛知県豊川市諏訪１丁目１番地（豊川市役所北庁舎５階） 

確認先電話番号：０５３３－８９－９５１７ 

確認先電話番号 ：０５３３－８９－９５１７ 
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エ 回答 

    令和４年６月１３日（月）までに提案書提出者あてに電子メールにより回答します。 

なお、回答に関する質問や問い合わせには一切応じません。また、質問者の名称は公表

しません。 

（２）技術提案書等 

ア 技術提案書等提出期間 

令和４年５月２０日（金）から令和４年６月２２日（水）まで（土曜日、日曜日、祝 

    日は除く）の各日午前９時から午後５時まで（必着） 

イ 提出図書（技術提案書等） 

① 技術提案提出書（様式第１３号） 

② 業務の実施方針及び手法（様式自由、Ａ３版） 

       ③ 特定テーマに対する技術提案（様式自由、Ａ３版、各テーマごとに１枚ずつ） 

④ プレゼンテーション・ヒアリング審査参加者名簿（様式第１４号） 

⑤ 参考見積書（任意様式）  

ウ 提出部数 

上記イに示す提出図書：①は、２部・②③は、各２０部・④⑤は、１部 

  エ 提出方法 

    上記イに示す提出図書を事務局へ事前に電話連絡したうえで、直接お持ちください。 

郵送又は宅配便等による提出は認めません。 

 事務局へ提出し確認を受けた後、②③を電子メールにより送信してください。 

なお、追加資料の提出は、提出期限前は認めますが、提出期限後は認めません。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）提出図書作成要領 

   別紙「評価要領」のとおり 

（４）プレゼンテーション・ヒアリング 

ア 日時・会場等の詳細については、第２次審査参加者に別途通知します。 

イ 提案者による技術提案書等の説明（パワーポイントによるプレゼンテーション）と 

審査委員会委員によるヒアリングを実施します。追加資料の提出は認めません。なお、 

ヒアリングは、「Ⅳ．３．（２）参加表明」に示す提出図書を受理した順に行うもの 

電子メールの件名:【名称又は商号】(質疑書)豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託 

Ｅメールアドレス：shobosomu@city.toyokawa.lg.jp 

確認先電話番号：０５３３－８９－９５１７ 

 

 

提出先所在地：〒442-8601 

愛知県豊川市諏訪１丁目１番地（豊川市役所北庁舎５階） 

確認先電話番号：０５３３－８９－９５１７ 

電子メールの件名:【名称又は商号】(技術提案書)豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託 

Ｅメールアドレス：shobosomu@city.toyokawa.lg.jp 
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とします。 

ウ 審査への出席は、実際の業務を担当する管理技術者、建築主任技術者を含む４名以内

としてください。諸事情によりそれらの技術者が出席できない場合は、当該技術者に次

ぐ立場を担う技術者が出席してください。なお、ＰＣ操作者は上記４名の中に含めてく

ださい。 

エ 技術提案書等が提出されていても、プレゼンテーション・ヒアリング審査に欠席した

企業は、参加意思がないものとみなし、評価の対象としないものとします。 

（５）特定結果の公表 

ア 第２次審査の結果（最優秀者及び優秀者の決定）については、令和４年７月中旬に第 

２次審査参加者に通知するとともに、豊川市ホームページにて公開します。 

イ 審査結果に対して異議を申し立てることはできません。 

ウ 審査結果に関する質問には回答しません。 

（６）最優秀者及び優秀者を特定するための評価基準 

   別紙「評価要領」のとおり 

 

５．その他 

（１）提出された書類は、返却しないものとします。 

（２）各審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けませんので、ご了承ください。 

（３）第２次審査の内容・様子については、カメラやビデオ等による撮影及び録音は禁止とし

ます。 

（４）参加表明書等及び技術提案書等の作成並びにプレゼンテーション等の本プロポーザルに

関して要した費用は、すべて応募者の負担とします。 

（５）提出された書類は、豊川市情報公開条例による公文書開示請求の対象となります。 

 

Ⅴ 審査について 

１．審査委員会 

受託者の選定にあたっては、「豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託受託者選定委員会」

により指名された委員で構成される「豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託受託者選定委員

会審査委員会（以下、「審査委員会」という。）」により審査を行います。 

 

Ⅵ 設計業務委託について 

１．契約の締結交渉 

（１）最優秀者に対し、優先契約交渉権が与えられ、豊川市は設計業務委託の契約交渉を行う

ものとします。 

（２）契約方法は随意契約とします。 

（３）委託料は、豊川市の算出した金額以内とし、２１４，６００，１００円を上限としま

す。 

（４）委託料は、基本設計業務完了後に履行部分に係る業務委託料以内で部分払いを行うこと

を予定しているとともに、残額については、本業務完了後に精算払いすることを予定して
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います。 

（５）基本設計業務により決定した建物の構造形式等に基づき、実施設計業務の契約内容等に

変更の必要が生じた場合については、協議の上、変更契約を行います。 

（６）本業務を受託した者又はその協力事務所と次に掲げる事実が認められる建設業者は、本

施設に係るすべての工事の入札への参加及び当該工事を請け負うことはできません。 

ア 一方が、他方に出資していること 

イ 一方の代表取締役が他方の取締役を兼ねていること 

（７）最優秀者に選定された者が、本プロポーザル終了後に、「Ⅶ．１．失格要件」に該当す

ると認められた場合又は、豊川市と最優秀者による設計業務委託の契約締結交渉が不調と

なった場合は、本プロポーザルの優秀者に契約交渉権が与えられます。 

（８）今後の社会情勢や財政事情の変化、その他不可抗力等により、事業計画等の変更又は中

止をする場合があります。この場合、応募者に対して、豊川市は一切の責任を負わないも

のとします。 

（９）本業務は、令和４年度予算において令和５年度債務負担行為を設定し、複数年の履行期

間となっております。 

（１０）提出図書に記載された技術者等は、病休、死亡、退職等の特別な場合を除き変更でき 

ないものとします。また、やむを得ず変更する場合は、必ず事前に発注者の承認を得て 

ください。なお、承認が得られない場合は、契約を締結しない又は契約を解除するもの 

とします。 

 

２．設計業務委託内容について 

詳細の業務内容については、別添特記仕様書を確認してください。 

 

Ⅶ その他 

１．失格要件 

本プロポーザルにおいて、次のいずれかに該当すると審査委員会が認めた場合は、失格とな

ります。 

（１）提出図書が、提出方法、提出先及び提出期間に適合しない場合 

（２）提出図書が、各作成要領に定められた様式及び記載上の留意事項に適合しない場合 

（３）提出図書に、記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（４）提出図書に、虚偽の内容が記載されている場合 

（５）審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

（６）その他、実施要領等に違反すると認められた場合 

（７）他者の技術提案書を盗用した疑いがある場合 

 

２．接触の禁止 

本プロポーザルの告示から第２次審査結果が公表されるまでの間において、本件に関して、

以下の者に、直接、間接を問わず接触をした場合は失格となります。 

（１）審査委員会委員 
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（２）事務局及び関係職員（実施要領等に定める手続きは除く。） 

 

３．手続等において使用する言語、通貨等 

手続等において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計

量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとします。 

 

４．著作権及び提出物の扱い 

（１）提出図書は返却いたしません。必要な場合は、控えを取っておいてください。 

（２）技術提案書等の著作権は提案者に帰属します。 

（３）豊川市は本プロポーザルに関する公表や出版、展示その他市が必要と認めるときに、本

プロポーザルにおいて提出された技術提案書及び設計に対する基本的な考え方等につい

て、無償で一部又は全部を使用できるものとします。 

  

５．辞退 

参加表明書提出以降に、辞退する場合は、辞退届（様式第１５号）を事務局に提出してくだ

さい。 

 

６．その他 

 （１）本プロポーザルへの参加企業が１者の場合であっても、当該企業の実績要件、技術提案

書、プレゼンテーション及びヒアリングを総合的に評価し、受託者として適当であると判

断された場合に限り、受託者を特定するものとします。 

 （２）特定された提案は、設計の段階で発注者の指示により変更を求める場合があります。 

 

７．配布資料 

（１）豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託特記仕様書 

（２）豊川市消防署本署庁舎整備基本構想 

（３）豊川市消防署本署庁舎整備基本計画 

（４）豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託プロポーザル評価要領 

（５）豊川市消防署本署庁舎整備設計業務委託プロポーザル様式（様式第１号～第１５号） 

 


